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資料 ①

保険者 保険料 保険事故

健康保険

 全国健康
保険協会

 〇○健康
保険組合

適用事業所に常勤する被用者
（役員も被用者 以下同じ）
任意継続被保険者
退職特例被保険者

被保険者及び事業主が負担
事業主に納付義務

＜標準報酬月額 × 料率＞
＜標準賞与額 × 料率＞
料率は、被保険者・事業主 折半

業務（通勤）外の
事由による
疾病、負傷、出産、死亡

国民健康保険 市区町村

市区町村に住所を有する者
但し、他の公的保険制度の
被保険者または被扶養者に
該当しない者

世帯主に納付義務

被保険者数、前年の所得等に
より算定＝市(区)町村によって
相違あり

負傷、出産、死亡
業務上、通勤途上について
は、労災保険を優先する

厚生年金 政　府

被保険者及び事業主が負担
事業主に納付義務

＜標準報酬月額 × 料率＞
＜標準賞与額 × 料率＞
料率は、被保険者・事業主 折半

老齢（加齢）
死亡
障害

国民年金 政　府

１号被保険者に負担、納付義務

＜１号被保険者＞
月額 16,540円  令和２年度

＜２号、３号被保険者＞
国民年金保険料としては徴収
されず、厚生年金の会計より
拠出される

老齢（加齢）
死亡
障害

労災保険 政　府

事業主のみが負担
事業主に納付義務

賃金×料率

≪業務上≫

療養補償給付
休業補償給付
障害補償給付
傷病補償給付
遺族補償給付

葬祭料
その他

≪通勤途上≫

療養給付
休業給付
障害給付
傷病給付
遺族給付
葬祭給付
その他

業務上の事由 または
通勤による　労働者の
負傷、疾病、障害、死亡

雇用保険 政　府

被保険者及び事業主が負担
事業主に納付義務

賃金×料率

失業
雇用継続困難
（高齢、育児、介護）

適用事業所に勤務する労働者（原則
役員は含まない）で週所定労働時間
20時間以上の者

＜ダブルワーク者について＞
複数の事業主に雇用される 65 歳以上の
労働者で次のいずれにも該当する者は、
本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢
被保険者となることができる
① ２以上の適用事業に雇用される
　  65 歳以上の者
② 夫々１の適用事業における１週間の
　  所定労働時間が 20 時間 未満
③ ①の内２の適用事業における１週間の
    所定労働時間の合計が 20 時間以上

≪求職者給付≫
基本手当、高年齢求職者給付
金、特例一時金、日雇労働求
職者給付金 他

≪就職促進給付≫
再就職手当、常用雇用支度金
他

≪教育訓練給付≫
教育訓練給付金

≪雇用継続給付≫
高年齢雇用継続基本給付金、
育児休業給付金、介護休業給
付金 他

保険の５要素 比較表

被保険者 保険給付

7
5
歳
以
上
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

＜法定給付＞
療養、療養費、移送費、
傷病手当金、出産育児一時
金、
出産手当金、埋葬料

＜付加給付＞
健康保険組合毎に独自に給付

＜法定給付＞
療養、療養費、移送費、
出産育児一時金、葬祭費

＜任意給付＞
出産手当金、傷病手当金 等

適用事業所に常勤する70歳未満の被用者

老齢厚生年金
遺族年金
障害厚生年金
障害手当金
（脱退一時金）

＜１号被保険者＞
国内に住所を有する20歳以上
60歳未満の者（強制）
任意加入者（海外、高齢）

＜２号被保険者＞
適用事業所に常勤する65歳未満の
被用者

＜３号被保険者＞
２号被保険者に扶養される20歳以上
60歳未満の配偶者

老齢基礎年金
付加年金
遺族基礎年金
死亡一時金
寡婦年金
障害基礎年金
（脱退一時金）

適用事業所に勤務する労働者
（原則役員は含まない）
特別加入者



平均賃金算定シート

事業所名 ○○　○○

負傷日 月末日

㋑

㋺

㋑

㋩

㋥

㋭

総日数㋑

÷ ＝

7月1日から 8月1日から 9月1日から
計

7月31日まで 8月31日まで 9月30日まで

○○○○○○株式会社 労働者氏名

令和6年10月31日 賃金締切日

 ① 平均賃金の計算（原則）

A

月
・
週
そ
の
他

一
定
の
期
間
に
よ

っ
て

支
払

っ
た
も
の

賃金計算期間

114,000円

職務給 222,000円 222,000円 222,000円 666,000円

総　　日　　数 31日 31日 30日 92日

賃
　
　
金

資格給 38,000円 38,000円 38,000円

昼食手当

通勤手当 8,388円 8,388円 8,389円 25,165円

7月1日から 8月1日から 9月1日から
計

7月31日まで 8月31日まで 9月30日まで

計 268,388円 268,388円 268,389円 805,165円

賃金計算期間

計 72,182円 45,999円 26,538円 144,719円

総　　日　　数 31日 31日 30日 92日

労　働　日　数 17日 17日 18日 52日

総　　　　　　　　　計 340,570円 314,387円 294,927円 949,884円

B

日
若
し
く
は
時
間
又
は

出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負

制
に
よ

っ
て
支
払

っ
た
も
の

賃
　
　
金

時間外勤務手当 72,182円 45,999円 26,538円 144,719円

82銭 ・・①

 ② 平均賃金の計算（最低保障額）

Aの㋺ 総日数㋑ ㋬

平　　均　　賃　　金
賃金総額　㋭

949,884円 ÷ 92日 ＝

１０，３２４円８２銭 １０，４２１円６２銭 １０，４２１円６２銭

資料 ②

１，６６９円８３銭
100

㋬ ＋ ㋣ １０，４２１円６２銭 ・・②

① 平均賃着（原則） ② 平均賃金（最低保障額） 使用される平均賃金

144,719円 ÷ 52日 ×
60

＝

805,165円 92日 ８，７５１円７９銭

Bの㋥ 労働日数㋩ ㋣

10,324円



円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

資料 ③

22,084

17,014

13,6004,090

4,090

6,026

6,523

5,978

5,351

24,673

25,4847,151

7,504

給付基礎日額　年齢階層別 最低・最高限度額

最低限度額 最高限度額

7,557 23,030

21,958

20,304

17,532

7,373

7,129

14,828

6,834

13,600

13,600

年齢階層

70歳 未満

25歳 未満

30歳 未満

35歳 未満

40歳 未満

45歳 未満

20歳 未満

20歳 以上

25歳 以上

30歳 以上

35歳 以上

40歳 以上

※ 年齢の計算については、被災労働者の令和6年8月１日における年齢を
　 もって、同日から1年間を当該被災労働者の年齢とする

45歳 以上

50歳 以上

55歳 以上

60歳 以上

65歳 以上

55歳 未満

60歳 未満

65歳 未満

70歳 以上

50歳 未満



特別加入　給付基礎日額・ 保険料算定基礎額

※ 家内労働者等（特定作業従事者の一部）を除く

958,131 1,064,590 1,171,049

保 険 料 算 定 基 礎 額  （月割）

資料 ④

中
　
　
　
　
略

1,338,3371,095,003 1,216,670

1,368,756 1,520,840 1,672,924

1,916,253 2,129,170 2,342,087

3500 1,277,500 106,459 212,918

4000 1,460,000 121,667 243,334

2,007,500

5000 1,825,000 152,084 304,168

1,642,500 1,825,0006000 2,190,000 182,500 365,000

2,676,674

7000 2,555,000 212,917 425,834

2,190,006 2,433,340

2,463,750 2,737,500 3,011,250

8000 2,920,000 243,334 486,668

9000 3,285,000 273,750 547,500

3,285,000 3,650,000 4,015,000

10000 3,650,000 304,167 608,334 3,345,8372,737,503 3,041,670

12000 4,380,000 365,000 730,000

4,380,003 4,866,670 5,353,337

14000 5,110,000 425,834 851,668 4,684,1743,832,506 4,258,340

16000 5,840,000 486,667 973,334

5,475,006 6,083,340 6,691,674

18000 6,570,000 547,500 1,095,000 6,022,5004,927,500 5,475,000

20000 7,300,000 608,334 1,216,668

24000 8,760,000

22000 8,030,000 669,167 1,338,334 7,360,8376,022,503 6,691,670

8,364,587

730,000 1,460,000 6,570,000

6,843,753 7,604,170

7,300,000 8,030,000

9,125,00025000 760,417 1,520,834

11ヵ月9ヵ月 10ヵ月

保険料
算定基礎額

給付
基礎日額

1ヵ月 2ヵ月



二事業

就職支援法事業

求職者給付

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

日雇労働求職者給付

短期雇用特例求職者給付

高年齢求職者給付

一般求職者給付

求職者支援制度（職業訓練、給付金）

介護休業給付

出生時育児休業給付

育児休業給付

（人材開発支援助成金、職業能力開発施設の設置・運営等）

能力開発事業

（雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金等）

雇用安定事業

失業等給付

雇用保険の給付体系

資料 ⑤

（教育訓練給付）

（再就職手当、就業促進手当）



資料 ⑥基本手当日額



資料 ⑦

雇用保険の基本手当の所定給付日数



○ なし

雇用保険  離職区分・喪失原因  資料 ⑧

離職区分 喪失原因 受給資格

給付日数

給付制限
主なケース

多い給付表＝○
（２ヵ月）

少ない給付表＝×

・特定雇止めによる離職
　　雇用期間３年以上、雇止め通知あり

・解雇 （１B、５Eを除く）
　　雇用期間３年以上、雇止め通知なし含む

１Ｂ 2 特定
受給 ○ なし ・事業継続不能による解雇

２Ａ 2 特定
受給 ○ なし

１Ａ 3 特定
受給

・特定理由の契約期間満了による離職
　　雇用期間３年未満等更新明示なし

２Ｂ 2 特定
受給 ○ なし

・特定雇止めによる離職
　　雇用期間３年未満等更新明示あり

２Ｃ 2 特定
理由 ○ なし

・定年、移籍出向

２Ｄ 2 一般
受給 × なし ・契約期間満了による退職（２Ａ、２Ｂ、２C以外）

２Ｅ 2 一般
受給 × なし

・事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職

３Ａ 2or3 特定
受給 ○ なし

・事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合
退職
・職場における事情による退職

３Ｂ 2 特定
受給 ○ なし

・正当な理由のない自己都合退職

３Ｃ 2 特定
理由 × なし ・正当な理由のある自己都合退職

４Ｄ 2 一般
受給 × あり

５Ｅ 2 一般
受給 × あり ・被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇



自己の都合により離職した場合（(一般)受給資格）

会社の都合により離職した場合（特定受給資格者）

雇用保険　求職者給付（基本手当）受給の流れ 資料 ⑨

初回認定日には支給はありません。
ただし、来所して失業の認定を受けなければ、
待期が満了したことにならず、
給付制限期間の開始が遅れることになります。

祝日等がある場合には
その日数分だけ入金が
遅れます。

支給対象とはなりません

離
職
日
の
翌
日

受
給
資
格

決
定
日

待機期間

7日 待
機
満
了
日

初
回
認
定
日

給付制限期間（3ヶ月）

支給対象期間

初回支給分
2

回

目

の

認

定

日

振
込
み
予
定
日

約1週間後

給付制限期間

（ ２ヵ月 ）



　

所掌

0

(1)

2

二 (3)

元          　 ９ 　　 ○　 　 ○　　  ○　　  ○　　  ○

適

用

事

業
6

(7)

所
掌1 3 3 1 5 9 ● ● ● ● 0 ● ● ●

所
1 3 3 0 4 9 ● ● ● ● 2 ● ● ●

所
掌1 3 1 1 8 9 ● ● ● ● 5 ● ● ●

11 足　　立 12 墨　　　　　田

10 王　　子 20
小  笠  原
総合事務所

11 足　　　　　立

20 府　　　　　中

9 池　　袋 19 町 田 支 署 10 王　　　　　子 30
小  笠  原
総合事務所

8 新　　宿 18 三　　鷹 9 池　　　　　袋

17 三　　　　　鷹

7 渋　　谷 17 青　　梅 8 新　　　　　宿 19 町　　　　　田

6 大　　田 16 立　　川 7 渋　　　　　谷

15 立　　　　　川

5 品　　川 15 八　王　子 6 大　　　　　森 16 青　　　　　梅

4 三　　田 14 江　戸　川 4 品　　　　　川

13 木　　　　　場

3 上　　野 13 亀　　戸 3 上　　　　　野 14 八　　王　　子

1 中　　央 12 向　　島 1 飯　　田　　橋

都内労働基準監督署　管轄コード一覧 都内ハローワーク（公共職業安定所）　管轄コード一覧

コード番号 署　名 コード番号 署　名 コード番号 所　名 コード番号 所　名

≪管轄番号≫
○ 三鷹労働基準監督署管内　二元適用（建設業 現場労災）

　管轄する監督署 または 安定所のコード番号となっている。
　＜下段の管轄コード一覧を参照＞

府県 管轄 基　幹　番　号 枝番号

「１」…労働保険番号の付与事務を労働基準監督署が所掌する事業 ○ 品川公共職業安定所管内　二元適用（建設業 雇用保険）
「３」…労働保険番号の付与事務を公共職業安定所が所掌する事業 府県 管轄 基　幹　番　号 枝番号

9

府県 管轄 基　幹　番　号 枝番号

≪所掌番号≫

　所管の区分を表す番号

　事務組合事務組合に委託した事業所を特定する番号で、999番まで付
番がなされた後は、予備のコード番号を用いた新しい基幹番号がのもと
に付番される。

≪府県番号≫
～　労働保険番号 付番例　～

　都道府県のコード番号で、01の北海道から47の沖縄まで都道府県ごとに
　番号が定められている。 ○ 立川公共職業安定所管内　一元適用　

9

労災保険に係る
保険関係
「建設」

≪枝番号≫

予　　　　備 9

8海外派遣特別加入 1

　事務組合の
　基幹番号は
　９で始まる

  　 ≪2桁から5桁まで≫
 　1番から2,999番までは
 　監督署が、3,000番以降
 　は職業安定所が振り出す

　≪末尾の桁≫
　左表の区分に
　基づき付番

労災保険に係る
保険関係

「事務所労災」
1

5

※ 船舶所有者の事業（船員雇用事業）については、労働保険適用
   ・徴収の状況を把握する必要があることから、個別管理が可能と
    なるよう、基幹番号の2桁から5桁までの番号について、2000
    番台（2000から2999）を付番している。

9

雇用保険に係る
保険関係

「建設・林業」
3

1 9

9
労災保険に係る

保険関係
「林業」

1 4

枝番号

9

資料 ⑩

労働保険事務組合に委託した場合に付される労働保険番号

労働保険番号（労働保険事務組合委託時）
≪基幹番号≫

　下記により、各 労働保険事務組合に対して付番される
　　・1桁目はすべて「９」となり、事務組合委託を意味する。
　　・２～５桁目は、事務組合ごとに振り出す番号。
　　・６桁目は、労働保険料の申告・納付区分の形態を示し、
　　　末尾０、末尾２ などと表現される。

申告・納付の形態 府県 管轄 基幹番号

一元適用事業 3 9



令和５年度 令和６年度
確定 概算

林業 林業 60 ▲ 8.0 52

漁業 11 海面漁業 18 0.0 18

12 定置網漁業 38 ▲ 1.0 37

鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業 88 0.0 88

23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16 ▲ 3.0 13

24 原油又は天然ガス鉱業 2.5 0.0 2.5

25 採石業 49 ▲ 12.0 37

26 その他の鉱業 26 0.0 26

建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 19 ％ ％ 19 ％ 62 ▲ 28.0 34

32 道路新設事業 19 ％ ％ 19 ％ 11 0.0 11

33 舗装工事業 17 ％ ％ 17 ％ 9 0.0 9

34 鉄道又は軌道新設事業 24 ％ ％ 19 ％ 9 0.0 9

35 建築事業 23 ％ ％ 23 ％ 9.5 0.0 9.5

38 既設建築物設備工事業 23 ％ ％ 23 ％ 12 0.0 12

38 ％ ％ 38 ％

21 ％ ％ 21 ％

37 その他の建設事業 24 ％ ％ 23 ％ 15 0.0 15

製造業 41 食料品製造業 6 ▲ 0.5 5.5

42 繊維工業又は繊維製品製造業 4 0.0 4

44 木材又は木製品製造業 14 ▲ 1.0 13

45 パルプ又は紙製造業 6.5 0.5 7

46 印刷又は製本業 3.5 0.0 3.5

47 化学工業 4.5 0.0 4.5

48 ガラス又はセメント製造業 6 0.0 6

66 コンクリート製造業 13 0.0 13

62 陶磁器製品製造業 18 ▲ 1.0 17

49 その他の窯業又は土石製品製造業 26 ▲ 3.0 23

50 金属精錬業 6.5 0.0 6.5

51 非鉄金属精錬業 7 0.0 7

52 金属材料品製造業 5.5 ▲ 0.5 5

53 鋳物業 16 0.0 16

54 金属製品製造業又は金属加工業 10 ▲ 1.0 9

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 6.5 0.0 6.5

55 めつき業 7 ▲ 0.5 6.5

56 機械器具製造業 5 0.0 5

57 電気機械器具製造業 2.5 0.5 3

58 輸送用機械器具製造業 4 0.0 4

59 船舶製造又は修理業 23 0.0 23

60 計量器、光学機械、時計等製造業 2.5 0.0 2.5

64 貴金属製品、装身具、 3.5 0.0 3.5

61 その他の製造業 6.5 ▲ 0.5 6

運輸業 71 交通運輸事業 4 0.0 4

72 貨物取扱事業 9 ▲ 0.5 8.5

73 港湾貨物取扱事業 9 0.0 9

74 港湾荷役業 13 ▲ 1.0 12

81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 0.0 3

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13 0.0 13

91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 0.0 13

93 ビルメンテナンス業 5.5 0.5 6

96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 0.0 6.5

97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 0.0 2.5

98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 0.0 3

99 金融業、保険業又は不動産業 2.5 0.0 2.5

94 その他の各種事業 3 0.0 3

90 船舶所有者の事業 47 ▲ 5.0 42

令和５年度確定 令和６年度概算

労災保険率表 及び 労務比率表　令和５年度（確定）・令和6年度（概算）
令和６年４月１日改定

事業の種類の分類
業種
番号 事業の種類

労災保険率（単位：1/1000）

増減

02又は03

（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く）

又は海面魚類養殖業

（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く）又は石炭鉱業

労務比率

0

0

0

▲ 5

（既設建築物設備工事業を除く） 0

▲ 1

0

36 機械装置の組立て又は据付けの事
（組立取付） 0

▲ 0.5 6
その他 0

6.5

（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）

（非鉄金属精錬業を除く）

（鋳物業を除く。）

（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
　及びめつき業を除く）

（めつき業を除く）

（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造
　又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）

（船舶製造又は修理業を除く。）

（電気機械器具製造業を除く。）

皮革製品等製造業

（港湾荷役業を除く。）

電気、ガス、水道又は
熱供給の事業

その他の
事業

資料⑪
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タイプライタ
資料 ⑫
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